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私
た
ち
は
、
国
民
全
て
が
何
ら
か

の
医
療
保
険
制
度
に
加
入
す
る
国
民

皆
保
険
制
度
に
よ
り
、
生
涯
に
わ

た
っ
て
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
ま

す
。

　

現
在
の
制
度
で
は
、
健
康
保
険
の

種
類
を
問
わ
ず
、
40
歳
の
誕
生
月
か

ら
「
介
護
保
険
料
」
を
納
め
る
よ
う

に
な
り
、
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
「
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
」
の
被
保
険
者

と
な
り
ま
す
。

　

今
回
は
、「
介
護
保
険
制
度
」と「
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
」
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。

75歳になったら
後期高齢者医療制度に

　
問
〔
介
護
保
険
〕
高
齢
介
護
課
☎（
２
３
５
）4
9
５
２

〔
後
期
高
齢
者
医
療
〕
保
険
年
金
課
☎（
２
３
５
）4
５
9
５

「
介
護
保
険
制
度
」
は

助
け
合
い
の
制
度

　
介
護
保
険
制
度
は
、
40
歳
以
上
の
方

が
加
入
者
と
な
っ
て
保
険
料
を
納
め
、

原
則
65
歳
以
上
の
方
が
介
護
が
必
要
に

な
っ
た
場
合
に
利
用
で
き
る
制
度
で

す
。
み
ん
な
で
支
え
合
う
こ
と
を
目
的

と
し
、
市
町
村
単
位
で
運
営
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
な
お
、
40
～
64
歳
の
方
で
老
化
が
原

因
と
さ
れ
る
特
定
疾
病
（
16
疾
病
が
指

定
。
詳
細
は
高
齢
介
護
課
へ
）に
よ
り
、

介
護
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
は
、
65
歳

到
達
以
前
に
も
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」は

支
え
合
い
の
制
度

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
原
則
75

歳
以
上
の
方
を
対
象
と
し
た
医
療
保
険

制
度
で
、
現
役
世
代
と
高
齢
者
の
皆
さ

ん
が
と
も
に
支
え
合
う
仕
組
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。
将
来
に
わ
た
っ
て
安
心
し

て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
平
成
20

年
に
国
の
医
療
制
度
改
革
の
一
環
と
し

て
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
制
度
は
、
都
道
府
県
単
位
で
運

営
さ
れ
て
お
り
、
海
老
名
市
の
場
合
は

「
神
奈
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
」
が
運
営
し
て
い
ま
す
。

《対象者》
◆75歳以上の方
◆65～74歳で一定の障がい
　があると認められた方

地
域
で
安
心
し
て 

福
祉 

と 

医
療 

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

知
っ
て
い
ま
す
か
？ 

保
険
制
度

被保険者証は…
　１人１枚で、75歳の誕生月の前月中
（１日が誕生日の方は、前々月中）に、
神奈川県後期高齢者医療広域連合から簡
易書留郵便で送付されます。
保険料は…
　被保険者ごとに算出し、原則、年金か
らの天引きとなります。しかし、年金天
引きとなるまでに半年から１年かかりま
す。その間は、納付書で金融機関または
コンビニエンスストアで納めることにな
ります。納付書は、75歳の誕生月の翌月
か翌々月に市から送付します。
　なお、口座振替を希望する場合は、申
し込みが必要となります。年齢到達まで
加入していた各種健康保険税（料）を口
座振替で納めていた場合でも、改めて申
し込みが必要となります。
　詳細は、被保険者証と一緒に送付され
る「後期高齢者医療制度のあらまし」を
ご覧ください。

　40歳から納めている介護保険料は、
65歳に到達した月の分から、算定方法と
納付方法が変わります。
　40～64歳の方の介護保険料は、世帯
主などの納入義務者が、保険加入者全員
分を健康保険税（料）と一括で納めてい
ます。それに対し、65歳になる月（１日
生まれの方はその前月）の分からは、そ
の方の介護保険料が健康保険税（料）か
ら外れ、市が送付した納付書または口座
振替で、個別に納めることになります。
　なお、口座振替には、事前の申し込み
が必要です。
　また、原則として、翌年度の保険料か
らは年金天引きとなります。詳細は、65
歳到達日以降に介護保険の被保険者証と
一緒に簡易書留郵便で送付する「介護保
険の手引き」をご覧ください。

生涯イメージ

０～ 39歳 40 ～ 64 歳

40歳から介護保険
料納付開始

65歳で「介護保険
証」が送られてくる

75歳で「後期高齢者
医療被保険者証」が
送られてくる

65 ～ 74 歳 75 歳～

各種健康保険 各種健康保険

介護保険

各種健康保険

介護保険

後期高齢者医療保険

介護保険
納付する
保険の種類

※医療保険税（料）と
一括して納めます。

※市が送付する納
付書で納めます。 ※市が送付する

納付書で納めま
す。

65歳に
なったら


